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平成２４年３月期 環境報告（要約版） 

会社名：株式会社 東芝 

経営責任者名：代表執行役社長 佐々木 則夫 

作成日：平成２４年１０月１２日 

問合せ先：環境推進部長 実平 喜好など 

会社 URL：http://www.toshiba.co.jp/index_j3.htm 

 

当社の平成２４年３月期における主な環境配慮の状況は、以下のとおりです。 

 

Ⅰ．基本的事項 

対象組織の範囲（注１） ■連結 □単体及び主要な子

会社 

□単体 

捕捉率（注２）  （％） （％） 

範囲の変更の有無 □あり ■なし  

対象期間（注３） 平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日 

期間の変更の有無 □あり ■なし  

（注１）主要な子会社名及び範囲の方針 （    ） 

（注２）捕捉率の算定基準 （    ） 

（注３）財務期間との差異 （    ） 

 

 

Ⅱ．経営責任者の緒言や方針に関する事項 

１．経営責任者の緒言 

現状認識や目標・取組の明言等 

＜主な目標・取組み＞ 

２０１２年度を最終年度とする「第４次環境アクションプラン」を前倒しで終了し、取組みの内容を強

化充実した「第５次環境アクションプラン」を策定、スタートしました。 

・Green of Product（環境性能 No.1製品の創出） 

2015 年度までに「エクセレント ECP」の売上高 1.8 兆円、製品の CO2排出抑制量 1,500 万トンを

めざします。 

・Green by Technology（エネルギーの低炭素化技術） 

2015年度までに、エネルギー関連製品の売上高 1.9兆円、CO2排出抑制量 4.9億トンをめざす。 

・Green of Process（モノづくりの環境配慮） 

高効率モノづくりを通じたコストと環境負荷の同時削減を進め、 2015年度までに環境効率を200 

0年度比 1.5倍に向上することを目標に、グローバル No.１の低環境負荷を追求していきます 
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・Green Manakement（基盤活動の継続的向上） 

生物多様性の保全で、事業場を基点とした地域連携による生態系ネットワークの構築をグローバ

ルに展開していきます。各拠点の環境リーダー「東芝 ecoスタイルリーダー」の育成を推進し、 

2015年度までにグローバルで 2,000人を登録し各拠点の活動を加速していきます。環境コミュニ

ケーションで、東芝グループ約 20万人が地域に根ざした環境活動を全世界で積極的に実施して

いきます。 

http://www.toshiba.co.jp/env/jp/management/ceo_j.htm 

 

２．環境配慮の方針 

東芝グループでは、環境を経営の最重要課題の一つとして位置づけ、環境経営を推進していま

す。経営理念に沿って、環境に関する具体的な考え方を示した「環境基本方針」を定め、グループ

全体で共有しています。 

 

＜東芝グループ環境基本方針＞ 

東芝グループは、「“かけがえのない地球環境”を、健全な状態で次世代に引き継いでいくことは、

現存する人間の基本的責務」との認識に立って、東芝グループ環境ビジョンのもと、豊かな価値

の創造と地球との共生を図ります。低炭素社会、循環型社会、自然共生社会をめざした環境活動

により、持続可能な社会の実現に貢献します。 

◆環境経営の推進 

 環境への取り組みを、経営の最重要課題の一つとして位置付け、経済と調和させた環境活動

を推進します。  

 事業活動、製品・サービスに関わる環境側面について、生物多様性を含む環境への影響を評

価し、環境負荷の低減、汚染の防止などに関する環境目的および目標を設定して、環境活動

を推進します。  

 監査の実施や活動のレビューにより環境経営の継続的な改善を図ります。  

 環境に関する法令、当社が同意した業界などの指針および自主基準などを遵守します。  

 従業員の環境意識をより高め、全員で取り組みます。  

 グローバル企業として、東芝グループ一体となった環境活動を推進します。  

◆環境調和型製品・サービスの提供と事業活動での環境負荷低減 

 地球資源の有限性を認識し、製品、事業プロセスの両面から有効な利用、活用を促進する、

積極的な環境施策を展開します。  

 ライフサイクルを通して環境負荷の低減に寄与する環境調和型製品・サービスを提供します。  

 地球温暖化の防止、資源の有効活用、化学物質の管理など、設計、製造、流通、販売、廃棄

などすべての事業プロセスで環境負荷低減に取り組みます。  

◆地球内企業として 

 優れた環境技術や製品の開発と提供、および地域・社会との協調連帯により、環境活動を通

じて社会に貢献します。  

 相互理解の促進のために、積極的な情報開示とコミュニケーションを行います。 

 

 

Ⅲ．重要な環境課題や戦略に関する事項 

１．重要な環境課題 

■気候変動 □資源循環 □生物多様性 ■廃棄物削減 □水・大気汚染 

□エネルギー □水資源利用 □天然資源投入 ■化学物質管理 ■その他（注 4） 

（注 4）その他の内容 （環境調和型製品・サービスの提供） 
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２．背景情報 

（１）収益獲得機会に関する背景情報 

2011年 10月に 70億人を突破した世界人口は、アフリカやアジアなど新興国を中心に急激な増加

と都市集中化が見込まれており、それにともない、食料、水、エネルギーの問題をはじめ、現在の

社会を支えている化石燃料や金属、鉱物といった代表的な枯渇性資源の減少や地球温暖化の影

響など、これらが複雑に連動し世界規模で影響する課題となっており、その対応が求められていま

す。

 

これらの課題を解決するために実現が望まれているのが「スマートコミュニティ」です。東芝グルー

プでは、これまでエネルギーを中心に、交通、水などの社会インフラから医療や家庭など幅広い分

野の事業に取り組んできました。これらの領域で培ってきた様々な製品・技術を融合させ、地域に

あったソリューションを提供することで、個の快適性と持続可能な社会の両立に貢献していきま

す。 
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東芝のコミュニティソリューション 

 

＜CO2排出抑制に貢献する東芝の技術＞ 

IEA（国際エネルギー機関）では、各国の現行政策が続いた場合、2050年に世界の CO2排出量は

570億トン/年に達し、平均気温上昇は 6℃になると予測しています（下図参照）。世界の CO2排出

量を現状の 50%である 140億トン/年まで削減するためには、エネルギー供給側と消費側の双方で

革新的な技術開発が必要で、東芝グループは、エネルギー消費側の製品とエネルギー供給側の

製品の両方で貢献できると考えています 
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（２）ビジネスリスクに関する背景情報 

当社グループは、世界各地域において、大気汚染、水質汚濁、有害物質、廃棄物処理、製品リサ

イクル、地球温暖化防止、エネルギー等に関する様々な環境関連法令の適用を受けています。

当社グループは、これらの規制に細心の注意を払いつつ事業を行っていますが、過失の有無に

かかわらず、世界各地に有する製造等の拠点における土地の浄化責任を負うことがあるなど、過

去分を含む事業活動に関し、環境に関する法的、社会的責任を負う可能性があります。また、将

来環境に関する規制や社会的な要求がより厳しくなり、有害物質の除去や温室効果ガス排出削

減等責任がさらに追加される可能性があります。 

当社グループは、事業遂行に際し、様々な化学物質、放射性物質、核燃料物質等を取り扱ってい

ます。当社グループは、生命・安全を最優先に、安全性確保のための最大限の配慮を払い業務

を遂行していきますが、自然災害、テロ、事故、その他不測の事態（当社グループがコントロール

できないものを含みます）が発生することにより、万一環境汚染が発生し、又はそのおそれが発

生した場合には、当社グループに損失が生じ又は当社グループの社会的評価に影響を与える可

能性があります。 

 

３．ビジョン及び戦略 

中長期ビジョンと戦略等 

東芝グループでは地球と調和した人類の豊かな生活を 2050年のあるべき姿として描き、これに 

向けた企業のビジョンとして 2000年度比で環境効率の改善度（ファクター）を 2050年度までに 
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１０倍をめざす「環境ビジョン 2050」を策定しています。 

・環境ビジョン２０５０ 

  

  

東芝グループでは、エコ・リーディングカンパニーをめざし、4つの「Green」すなわち 

「Green of Product」「Green by Technology」「Green of Process」「Green Management」 

のコンセプトで環境経営を推進しています。 

             

２０５０年のあるべき姿に向けて、「環境アクションプラン」を策定し、具体的な環境活動項目とそ 

の目標値を管理しています。 

 

 

Ⅳ．重要な環境課題に関する当年度の対応状況 （３～５程度を想定） 

※ＫＰＩ等（5年分）の表、算定基準、算定式、係数等、報告セグメント別の環境負荷量などは【参

考】に記載。 
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重要な環境課題 環境調和型製品・サービスの提供 

当年度における計

画及び取組状況 

エクセレントＥＣＰ（環境性能 No. 1 製品）の創出件数を２０１１年度に２０製

品創出を計画 

環境負荷量（総量） 計画（２０１１年度） 

（２０製品） 

実績（２０１１年度） 

（２９製品） 

■第三

者審査 

中期目標（注 5） 

（   ） 

環境負荷量（原単

位） 

計画 

（   ） 

実績 

（   ） 

□第三

者審査 

中期目標（注 5） 

（   ） 

財務影響等 売上高２，９６２億円 

結果の分析・評価

及び次年度におけ

る取組 

ＬＥＤや白物家電でランクアップが拡充し、社会インフラ製品でもエレベータ

や発電機で創出するなど目標を大きく達成しました、今後、第５次環境アク

ションプランでは、従来の創出件数から売上高を新たな指標として導入、２０

１２年度に売上高０．５兆円をめざします。 

（注 5）中期目標の年度 （    ） 

 

重要な環境課題 気候変動 

当年度における計

画及び取組状況 

「エコプロダクツ」によるＣＯ２排出抑制量を２０１１年度に６８０万トンを計画 

環境負荷量（総量） 計画（２０１１年度） 

（６８０万トン） 

実績（２０１１年度） 

（４７０万トン） 

■第三

者審査 

中期目標（注 5） 

（   ） 

環境負荷量（原単

位） 

計画 

（   ） 

実績 

（   ） 

□第三

者審査 

中期目標（注 5） 

（   ） 

財務影響等  

結果の分析・評価

及び次年度におけ

る取組 

環境性能 No. 1製品の開発を進め、対前年からの改善幅で計画を上回っ

たものの、２００８年からの世界経緯の急激な悪化による落ち込みが影響

し、目標に未達となりました。今後、第５次環境アクションプランでは、お客

様の使用時における環境負荷低減に注力し、２０１２年度にＣＯ２排出抑制

量６００万トン（置き換えを想定した条件で比較を行った使用時１年分のＣＯ

２排出抑制効果）をめざします。 

（注 5）中期目標の年度 （    ） 

 

重要な環境課題 気候変動 

当年度における計

画及び取組状況 

エネルギー起源 CO2排出量の総排出量原単位を１９９０年度比で２０１１年

度に４４％削減する計画 

環境負荷量（総量） 計画 

（   ） 

実績（２０１１年度） 

（２６７万ｔ－CO2） 

■第三

者審査 

中期目標（注 5） 

（   ） 

環境負荷量（原単

位） 

計画（２０１１年度） 

（４４％削減） 

実績（２０１１年度） 

（４３％削減） 

■第三

者審査 

中期目標（注 5） 

（   ） 
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財務影響等 エネルギー支払額の対前年削減額１,５４４百万円の金額効果 

結果の分析・評価

及び次年度におけ

る取組 

電力使用量は削減したものの、震災影響による国内電力ＣＯ２排出係数の

悪化で、目標未達成となりました（震災影響を除くと５３％改善と目標達成

になります）。今後も震災影響は継続しますが、第５次環境アクションプラン

で継続して最大限の省エネ努力を進めていきます。２０１２年度に２０１０年

度比４％のＣＯ２排出量原単位の改善を目指します。 

（注 5）中期目標の年度 （    ） 

 

重要な環境課題 廃棄物削減 

当年度における計

画及び取組状況 

廃棄物発生量の削減を総排出量原単位で２０００年度比で２０１１年度に３

０％削減を計画 

環境負荷量（総量） 計画 

（   ） 

実績（２０１１年度） 

（９６千トン） 

■第三

者審査 

中期目標（注 5） 

（   ） 

環境負荷量（原単

位） 

計画（２０１１年度） 

（２２％削減） 

実績（２０１１年度） 

（３０％削減） 

■第三

者審査 

中期目標（注 5） 

（   ） 

財務影響等 廃棄物支払額の対前年削減額、当該年度の有価物売却益合計で 

１０,２３４百万円の金額効果 

結果の分析・評価

及び次年度におけ

る取組 

製造や処理工程改善による使用部材削減などにより計画を上回る削減が

進みました。今後、第５次環境アクションプランでは、総発生量から有価売

却物を除いた廃棄物量を新たな指標に加え、２０１２年度は１０７千トンの廃

棄物量に抑える計画です 

（注 5）中期目標の年度 （    ） 

 

重要な環境課題 化学物質管理 

当年度における計

画及び取組状況 

大気･水域への化学物質排出量を２０００年度比で２０１１年度に５２％削減

を計画 

環境負荷量（総量） 計画 

（   ） 

実績（２０１１年度） 

（１,５７７トン） 

■第三

者審査 

中期目標（注 5） 

（   ） 

環境負荷量（原単

位） 

計画（２０１１年度） 

（５２％削減） 

実績（２０１１年度） 

（４３％削減） 

■第三

者審査 

中期目標（注 5） 

（   ） 

財務影響等  

結果の分析・評価

及び次年度におけ

る取組 

２０１１年度は、排出量で上位の洗浄溶剤に含まれる物質への対策に重点

的に取り組み、洗浄工程での使用物質の代替化や回収再生装置の導入、

プロセスの改善などを進めましたが、設備投資の遅延などにより目標は未

達となりました。今後、第５次環境アクションプランに継続して取り組み、多

量排出工程を中心に計画的な対策を進めます。 

（注 5）中期目標の年度 （    ） 
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Ⅴ．組織体制及びガバナンスの状況 

１．環境経営の組織体制等 

環境経営は、環境担当役員がグループ全体を統括し、社内カンパニーや主要グループ会社社長

へ指示を出すことで推進されます。環境経営に関する具体的な施策立案はコーポレートスタッフ

の環境推進部が行います。さらに、環境部門だけでなく全社を横断して環境経営の推進・強化を

図ることを目的として、環境担当役員直属の「東芝グループ環境経営推進機構」を組織していま

す。 

環境経営に関する全社を統括した意思決定機関はコーポレート地球環境会議で年２回開催。環

境担当役員が議長を勤め、経営幹部、各社内カンパニーや主要グループ会社の環境経営責任

者、海外の地域総括環境推進者が参加し、環境問題についての経営・技術開発・生産・販売に関

わる環境諸施策の提言や、環境ビジョン達成に向けた環境アクションプランの進捗状況の確認・

フォローを行い、方向性や計画を審議し、決定します。 

環境推進責任者会議では、実務担当責任者であるカンパニー／分社会社推進責任者をメンバー

とし、施策の推進の徹底やカンパニー間の連携などを話し合います。 

環境に調和した製品や技術開発を推進する「ＥＣＰ（環境調和型製品）推進委員会と事業活動に

おける環境負荷低減を推進する「事業系環境推進員会」と、社内外への双方向での情報伝達に

関する「環境コミュニケーション推進委員会」では、詳細計画の策定、課題の洗い出しや解決策の

検討などを行い、全社を横断した情報共有を行っています。 

グローバルでは、欧州、米州、中国、アジア・オセアニア・の４地域に地域総括環境部門を設置

し、各地域における環境施策の策定、法規制動向の把握・共有や地域グループ社会に対する環

境面での協力・支援を行っています。 

 

２．環境に関する規制等への遵守状況 

２０１１年度は東芝グループで環境に関わる法令違反は無し 

 

 

Ⅵ．バリューチェーンにおける環境配慮等の取組状況 

１．グリーン調達の取組状況 

東芝グループでは、取引先の環境活動について、ISO１４００１に準拠したグリーン度（当社基準）

を確認し評価しています。取引先の選定にあたっては、評価ランクがより上位の取引先と優先的

に取引することとし、取引先にはグリーン度の向上をお願いしています。 
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２．製品・商品・サービス等による環境負荷低減 

 東芝グループでは、 開発するすべての製品で「環境性能 No.1」を追求し、ライフサイクルを通し

た環境負低減をめざす活動である「Green of Product 」の取り組みを進めています。その手順

は、まず、事業戦略から商品企画の段階で、環境性能がNo.1となる目標を ecoターゲットとして設

定し、製品開発を進めます。次に開発・設計段階では、製品環境アセスメントを行い、東芝の環境

品質を確認します。環境アセスメントでは、法令遵守事項を確認するとともに、製品ライフサイクル

の各段階において ECP※1の 3要素※2を考慮した ECP基準（=東芝環境品質）を満たすことを確

認します。製品承認段階では eco ターゲットの達成状況や ECP 基準の適合を確認し、製品リリー

ス時に環境性能No.1を達成している製品をエクセレント ECPとして認定します。２０１１年度エクセ

レント ECP認定製品は、補足情報をご覧ください。  
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省エネ取り組み製品事例 

 

 

 

 



12 

 

省資源取り組み製品事例 

 

  

化学物質削減の取組み製品事例 

 

Ⅶ．その他の事項 

（以下については、環境報告書等を参照することも可能です。ただし、環境報告を作成していない

場合や当年度に新たな事象の発生や変更があった場合には、該当する事項を記載して下さい。） 

 

１．組織体制及びガバナンスの状況 

（１）環境監査及び環境教育 

全従業員を対象に環境教育を実施。①一般教育（e-ラーニング、新入社員教育）、②ISO１４００１

教育（内部監査員養成教育、特定従業員教育、一般教育）、③専門分野教育（社内監査員資格

認定教育、環境適合設計入門、生物多様性推進リーダー育成研修）で構成され、役職・職能・専
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門性に応じたカリキュラムが組まれているとともに、毎年内容の見直しを行い、常に最新の情報

共有を行っています。 

 

 

（２）災害事故等への対応状況 

多様化するリスク案件については、社長直轄のリスク・コンプライアンス委員会で対応策を検討し

ており、環境リスクについても同委員会で予防措置を講じています。 

万が一環境リスクが顕在化した場合には、環境担当役員の指示のもと、ただちに環境推進部と各

カンパニー、主要グループ会社、サイトの環境推進責任者ならびに関係者が連携して、情報の共

有や関係各所の再点検、再発防止策などの対応を実施します。 

 

２．ステークホルダーへの対応状況 

東芝グループでは、優れた環境技術や製品の開発と提供、および地域・社会との協調連帯によ

り、環境活動を通じて社会に貢献するとともに、 相互理解の促進のために、積極的な情報開示と

コミュニケーションを行っています。 

 

 

３．社会的取組の状況 

ＣＳＲレポート、社会貢献活動レポートを参照 

http://www.toshiba.co.jp/csr/jp/engagement/report/index_j.htm 
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４．後発事象 

該当なし 

 

【補足情報】 

 

（環境負荷量の時系列一覧） 

ＫＰＩ等（5年分）の表 

KPI等 ２０１０年度 ２０１１年度 ２０１２年度 

（計画） 

２０１５年度

（計画） 
備考 

総合環境効率の改善 

（2000 年度基準） 

２．２６倍 ２．５倍 ２．５倍 ３．０倍  

製品の環境効率の改善 

（2000 年度基準） 

２．４４倍 ２．７９倍 ２．８倍 ３．４倍  

事業プロセスの環境効率の改善 

（2000 年度基準） 

１．５３倍 １．３５倍 1．３５倍 １．５倍  

エクセレント ECP の売上高拡大 

（Green of Product） 

 

２３製品 

0．２９６兆円 

２９製品 

０．５兆円 １．８兆円 ※1 

エネルギー関連製品の売上高拡大

（Green by Technology） 

 １．２５兆円 １．３６兆円 １．９兆円  

エコプロダクツによる CO2排出抑

制量（Green of Product） 

 

４００万 t 

３３０万 t 

４７０万 t 

６００万ｔ １,５００万ｔ ※2 

エネルギー関連製品による CO2排

出抑制量 （Green by Technology） 

 ４．９億ｔ ４．５億ｔ ４．９億ｔ ※3 

製品の省資源化率拡大   ３３％ ５０％ ※4 

製品の再生プラスチック 

利用率拡大 

１．９１％ ２．４％ ２．６％ ３．０％ ※5 

製品に含まれる特定化学物質群の

削減（ＰＶＣ/ＢＦＲ削減） 

 １４製品群 ２０製品群 全８０製品群 ※6 

温室効果ガス総排出量の抑制 

（1990 年度基準） 

２８９万ｔ 

＜４３％＞ 

２９７万ｔ 

＜４４％＞ 

３４５万ｔ  

<５１%> 

４３９万ｔ 

 <６５％> 

※7 

エネルギー起源 CO2総排出量 

原単位の改善 

 

４８％削減 

１００％ 

４３％削減 

９６％ ９０％ ※7,11 

製品物流 CO2総排出量 

原単位の改善 

 

４６％削減 

１００％ 

５６％削減 

９８％ ９５％ ※11 

廃棄物量の抑制 

（2000 年度基準） 

10．4 万ｔ 

＜５８％＞ 

9．6 万ｔ 

＜５３％＞ 

１０．７万ｔ 

 <６５％> 

１１．７万ｔ 

 <７１％> 

※9 

廃棄物総発生量原単位の改善  

２９％削減 

１００％ 

３０％削減 

１００％ ９０％ ※11 

最終処分率の削減 

（グループ総発生量比） 

２．４％ ２．０％ １．８％ ０．５％ ※10 

水受入量原単位の改善  

２５％削減 

１００％ 

２５％削減 

９６％ ９０％ ※11 

化学物質総排出量の抑制 

（2000 年度基準） 

 

４５％削減 

１,５７７ｔ 

４３％削減    

１,６９４ｔ 

<６６％> 

１,９６７ｔ 

<７7％> 

※12 

化学物質取扱量原単位の改善 

（2010 年度基準） 

 １００％ １００％ ９５％  
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（数値情報に関する補足情報） 

注） 国内・海外、生産・非生産の事業場が対象 

原単位目標には活動を評価できる指標として、物量ベースの実質生産高原単位を使用 

実質生産高＝［国内名目生産高］÷［日銀国内企業物価指数（電気機器）：1990 年を 1 とした

ときの各年度の比率］+［海外名目生産高］ 

※１ 2012年度以降の評価指標を、「製品数」から「売上高」に見直し 

※２ 2012年度以降の評価指標を、代替想定製品のCO2排出量−出荷製品のCO2排出量（使用

段階の 1 年分の排出量を比較し、製品寿命の半分を累計）に見直し（従来は、２０００年度

の製品から買い換えた場合のライフサイクル全体の１年分の削減効果） 

※３ 同燃料種の火力平均のCO2排出量原単位と比較、原子力・再生可能エネルギーは、全火力

平均の CO2排出量原単位と比較 

※４ 省資源化量の増分÷製品総質量の増分×100 

※５ 再生プラスチック量÷製品プラスチック使用量×100 

※６ 特定用途を除く 

※７ 日本国内の電力係数は、3.50t-CO2/万 kWh を利用。海外電力は、GHG プロトコルのデータ

を利用 

※８ ライフサイクルにおける活動別環境負荷量 

分類  算定対象カテゴリ 算定結果（万 t-CO2） 備考 

上流 １ 購入した製品・サービス 742(8.1% )  

２ 資本財 79(0.9% )  

３ SCOPE1、2に含まれない燃料および 

エネルギー関連活動 

17(0.2%  

４ 輸送、配送（上流） 6(0.1% )  

５ 事業から出る廃棄物 4(0.0% )  

６ 出張 5(0.1% ) 航空機利用のみ 

７ 雇用者の通勤 －  

８ リース資産（上流） － 対象外 

自社 ９ 直接排出（SCOPE1） 82(0.9%  

１０ エネルギー起源の間接排出（SCOPE2） 215(2.3% )  

下流 １１ 輸送、配送（下流） －  

１２ 販売した製品の加工 －  

１３ 販売した製品の使用 8,051(87.7% ) 電力供給機器は含まず 

１４ 販売した製品の廃棄 －24(－0.3% ) 製品のリサイクルを含む 

１５ リース資産（下流） － 対象外 

１６ フランチャイズ － 対象外 

１７ 投資 － 対象外 

合計 9,177(100%)  
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環境省のガイドライン（サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイド

ライン）に基づく算定手法で試算 

※９ 廃棄物総発生量から有価値物を除いたもの（廃棄物処理および発電事業を行う拠点を除く） 

※１０ 東芝グループでの定義は「事業活動にともなって生じる副産物やその他の発生物すべて

（総発生量）に対し、各種処理後の埋立処分量を製造拠点 0.5%未満、非製造拠点 1.0%未 

満にすること（法律上・行政指導上の制約などがある拠点を除く） 

※１１ 2012年度以降の基準年度を、2010年度に見直し 

基準年度の値は 2012年 4月 1日時点のバウンダリでのパフォーマンスデータ 

※１２ 2012年度以降の評価指標を、「原単位」から「総量」に見直し 

 

（組織体制等） 

組織体制等の図（委員会等の役割、最高責任者、責任と権限の状況など） 

 

 

（環境配慮製品の研究開発等） 

新規に開発した環境配慮型製品等の概要、取引先との協働取組など 
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取引先との協働取組事例 

 

 

（環境報告書の関連ページ一覧表） 

 

環境報告書等の有無 ■あり □予定あり注 4 □なし 

（注 4）環境報告書等の策定予定年月 （  年  月 

 

環境報告書等の名称（ＵＲＬ http://www.toshiba.co.jp/env/jp/report/index_j.htm） 

環境報告（要約版）の記載項目 該当 

ページ 

 環境報告（要約版）の記載項目 該当 

ページ 

Ⅰ．基本的事項 P1,2  Ⅴ．組織体制及びガバナンスの状況  

Ⅱ．経営責任者の緒言や方針に関する事項    １．環境経営の組織体制等 P57 

 １．経営責任者の緒言 P3,4   ２．環境に関する規制等への遵守状況 P57 

 ２．環境配慮の方針 P55  Ⅵ．バリューチェーンにおける環境配慮

等の取組状況 

 

Ⅲ．重要な環境課題や戦略に関する事項    １．グリーン調達の取組状況 P43,44 

 １．重要な環境課題 P7～12   ２．製品・商品・サービス等による環境

負荷低減 

P33～53 

 ２．背景情報 P7,8  Ⅶ．その他の事項  

 ３．ビジョン及び戦略 P7～18   １．組織体制及びガバナンスの状況 P57,58 

Ⅳ．重要な環境課題に関する当年度の対応

状況 

   （１）環境監査及び環境教育 P57～59 

 １．重要な環境課題（気候変動） P9,10 

P21～24 

P37～39 

P47～54 

  （２）災害事故等への対応状況 P57 

 ２．重要な環境課題（廃棄物削減） P9,10   ２．ステークホルダーへの対応状況 P63～68 
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P25,26 

P31,32 

P40～42 

 ３．重要な環境課題（化学物質管理） P9,10 

P27,28 

P43,44 

  ４．後発事象  

     

 

 


